
 

守谷市告示第３号 

 

守谷市建設コンサルタント業務最低制限価格設定要領を次のように定める。 

 

令和８年１月９日 

 

守谷市長  松 丸 修 久   

 

守谷市建設コンサルタント業務最低制限価格設定要領 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の１０第２項（同令第１６７条の１３の規定により準用する場合を含む。

）及び守谷市契約事務規則（平成１８年守谷市規則第１１号）第８条の規定

による最低制限価格の設定について必要な事項を定めるものとする。 

（対象業務） 

第２条 最低制限価格を設定する対象業務は、一般競争入札及び指名競争入札

で行う１件の設計額が１００万円以上の測量業務、土木関係建設コンサルタ

ント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コン

サルタント業務とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、当該対象

業務以外の業務についても最低制限価格を設定するものとする。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）入札執行者 当該入札事務を所掌する部長又は部長が指名した者をいう

。 

（２）契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者を

いう。 

（３）最低制限基本価格 最低制限価格の決定を行う場合に算出の基礎となる

額をいう。 

（４）無作為係数 くじ引きにより無作為に算出される０．９６１５から１．

００１０までの０．０００５ごとの少数をいう。 

（５）最低制限価格 最低制限基本価格の１１０分の１００に相当する額に無

作為係数を乗じて得た額（１万円未満切り捨て）に１００分の１１０を乗

じて得た額をいう。ただし、測量業務については、その額が予定価格の１

０分の８．２を超える場合にあっては１０分の８．２を乗じて得た額（１

万円未満切り捨て）と、１０分の６に満たない場合にあっては１０分の６

を乗じて得た額（１万円未満切り捨て）とし、土木関係建設コンサルタン

ト業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業



 

務については、その額が予定価格の１０分の８．１を超える場合にあって

は１０分の８．１を乗じて得た額（１万円未満切り捨て）と、１０分の６

に満たない場合にあっては１０分の６を乗じて得た額（１万円未満切り捨

て）とし、地質調査業務については、その額が予定価格の１０分の８．５

を超える場合にあっては１０分の８．５を乗じて得た額（１万円未満切り

捨て）と、３分の２に満たない場合にあっては３分の２を乗じて得た額（

１万円未満切り捨て）とする。 

（最低制限基本価格） 

第４条 最低制限基本価格は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号

に定める予定価格算出の基礎となった額の合計額（１万円未満切捨て）とす

る。 

（１）測量業務 

ア 直接測量費の額 

イ 測量調査費の額 

ウ 諸経費の額に１０分の５．０を乗じて得た額（当該額に１円未満の端

数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

（２）土木関係建設コンサルタント業務 

ア 直接人件費の額 

イ 直接経費の額 

ウ その他の原価の額に１０分の９．０を乗じて得た額（技術経費を基に

算定することが適当であるときは、技術経費の額に１０分の６．０を乗

じて得た額）（当該額に１円未満の端数が生じたときは、当該端数を切

り捨てた額） 

エ 一般管理費等の額に１０分の５．０を乗じて得た額（諸経費を基に算

定することが適当であるときは、諸経費の額に１０分の６．０を乗じて

得た額）（当該額に１円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨

てた額） 

（３）建築関係建設コンサルタント業務 

ア 直接人件費の額 

イ 特別経費の額 

ウ 技術料等経費の額に１０分の６．０を乗じて得た額（当該額に１円未

満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

エ 諸経費の額に１０分の６．０を乗じて得た額（当該額に１円未満の端

数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

（４）地質調査業務 

ア 直接調査費の額 

イ 間接調査費の額に１０分の９．０を乗じて得た額（当該額に１円未満

の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）及び解析等調査業務



 

費の額に１０分の８．０を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生

じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

ウ 諸経費の額に１０分の５．０を乗じて得た額（当該額に１円未満の端

数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

（５）補償関係建設コンサルタント業務 

ア 直接人件費 

イ 直接経費 

ウ その他原価の額に１０分の９．０を乗じて得た額（当該額に１円未満

の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

エ 一般管理費の額に１０分の５．０を乗じて得た額（当該額に１円未満

の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額） 

（最低制限価格書の取扱い） 

第５条 契約権者は、前条の規定により決定した最低制限基本価格を記載した

最低制限価格書（別記様式）を封入し、開札の際にこれを開札場所におかな

ければならない。 

（無作為係数等の決定及び記録） 

第６条 入札執行者は、開札場所において開札前に入札立会人にくじを引かせ

、無作為係数表（別表。以下「係数表」という。）に基づき無作為係数を決

定するものとする。 

２ 前項の規定によるくじ引きは、係数表の縦軸（アルファベット）決定及び

横軸（算用数字）決定の２回行うものとする。 

３ 入札執行者は、前２項の規定により決定した無作為係数及び当該係数と最

低制限基本価格から算出した最低制限価格について、前条に規定する最低制

限価格書（別記様式）に記載し、入札立会人にその内容の確認と署名を求め

るものとする。 

（無作為係数の公表） 

第７条 前条の規定により決定した無作為係数は、開札後契約主管課において

入札参加者のうち希望者があった場合においては、口頭により公表するもの

とする。 

（補足） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に行う公告又は指名通

知した競争入札から適用する。 

 

 

 

 



 

別表（第６条関係）  

無作為係数表 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

A ０．９

６１５ 

０．９

６２０ 

０．９

６２５ 

０．９

６３０ 

０．９

６３５ 

０．９

６４０ 

０．９

６４５ 

０．９

６５０ 

０．９

６５５ 

０．９

６６０ 

B ０．９

６６５ 

０．９

６７０ 

０．９

９７５ 

０．９

６８０ 

０．９

６８５ 

０．９

６９０ 

０．９

６９５ 

０．９

７００ 

０．９

７０５ 

０．９

７１０ 

C ０．９

７１５ 

０．９

７２０ 

０．９

７２５ 

０．９

７３０ 

０．９

７３５ 

０．９

７４０ 

０．９

７４５ 

０．９

７５０ 

０．９

７５５ 

０．９

７６０ 

D ０．９

７６５ 

０．９

７７０ 

０．９

７７５ 

０．９

７８０ 

０．９

７８５ 

０．９

７９０ 

０．９

７９５ 

０．９

８００ 

０．９

８０５ 

０．９

８１０ 

E ０．９

８１５ 

０．９

８２０ 

０．９

８２５ 

０．９

８３０ 

０．９

８３５ 

０．９

８４０ 

０．９

８４５ 

０．９

８５０ 

０．９

８５５ 

０．９

８６０ 

F ０．９

８６５ 

０．９

８７０ 

０．９

８７５ 

０．９

８８０ 

０．９

８８５ 

０．９

８９０ 

０．９

８９５ 

０．９

９００ 

０．９

９０５ 

０．９

９１０ 

G ０．９

９１５ 

０．９

９２０ 

０．９

９２５ 

０．９

９３０ 

０．９

９３５ 

０．９

９４０ 

０．９

９４５ 

０．９

９５０ 

０．９

９５５ 

０．９

９６０ 

H ０．９

９６５ 

０．９

９７０ 

０．９

９７５ 

０．９

９８０ 

０．９

９８５ 

０．９ 

９９０ 

０．９

９９５ 

１．０

０００ 

１．０

００５ 

１．０

０１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式（第５条関係） 

 年 月 日 執行 

 

最低制限価格書 

 

件名   

                                 

最低制限基本価格（税込み額） 

 

                             円   

 

最低制限基本価格（税抜き額） 

 

                             円   

 

最低制限基本価格作成者職氏名 

 

 

 

〇無作為係数 

 

（くじ番号：   ―   ）        .          

 

 

最低制限価格（税込み額） 

 

                                  

 

最低制限価格（税抜き額） 

 

                                  

 

入札立会者署名 

                

注１） 無作為係数は、開札直前にくじで決定する。 

注２） 最低制限価格（税抜き額）は、最低制限基本価格（税抜き額）に無作為

係数を乗じて決定する。 


